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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイを備えるユーザ端末が、友だちとして登録されたユーザの状態メッセージ
が提供される領域及びユーザのプロフィール情報が提供される領域を含む友だちリストを
表示し、
　前記友だちリストで前記ユーザのプロフィール情報が提供される領域が選択される場合
、前記ユーザの詳細プロフィール情報が提供されるポップアップ画面を表示し、
　前記ポップアップ画面で前記状態メッセージが提供される領域が選択される場合、前記
ユーザとのチャットルーム画面を表示して前記選択された状態メッセージを引用形式で前
記チャットルーム画面の入力領域に挿入することを特徴とするチャットサービス提供方法
。
【請求項２】
　前記状態メッセージが提供される領域には、最新のアップデートされた状態メッセージ
が表示され、前記状態メッセージが予め設定された字数以上である場合、
　前記友だちリストには前記予め設定された字数以後にエリプリシスを表示することを特
徴とする請求項１に記載のチャットサービス提供方法。
【請求項３】
　前記状態メッセージがアップデートされた時間が、前記メッセージ画面に訪問した時間
の後である場合、前記状態メッセージが提供される領域の色を変更することをさらに含む
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載のチャットサービス提供方法。
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【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項の方法をユーザ端末により実行させるためのプログラム
。
                                                                                
      
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、ユーザにチャットサービスを提供するチャットサービス提供方法
及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、電子、通信技術の発展につれてスマートフォン（ｓｍａｒｔ　ｐｈｏｎｅ）のよ
うな携帯端末が急速に普及している傾向がある。これによって、パーソナルコンピュータ
（ＰＣ）などのような固定式端末のみならず、携帯端末でも文字を用いたチャットサービ
スを提供するための様々な技術が開発されている。
【０００３】
　このようなチャットサービスの一例として、韓国公開特許第１０－２０１２－０００２
７６６号公報（公開日２０１２年１月９日）「携帯端末の位置ベース吹き出しサービスの
利用方法、装置及びこれを用いたシステム」には、複数の携帯端末から送信された状態情
報を通信サーバから受信し、これを吹き出しイメージに変換して画面に表示することによ
って小規模のメッセンジャー機能を行うことに関して記載されている。
【０００４】
　しかし、このようなサービスは、利用者間の位置に基づいた状態情報を吹き出しにして
画面に表示することによりメッセンジャー機能を提供することができるが、ユーザが最近
入力したメッセージのみが地図上に表示されるため、ユーザのチャットが記録されるチャ
ットルーム形式のサービスを提供することができないという問題がある。
【０００５】
　一方、携帯端末の特性上、文字を入力するためのインタフェースが小型であるため、頻
繁な誤打発生及び文字入力の不便などによって、他のユーザが入力したメッセージを引用
したり、このメッセージを話題にしてチャットをしたりしたい場合に該当メッセージをい
ちいち再度入力しなければならないという不便がある。
【０００６】
　したがって、より手軽に他のユーザが入力したメッセージの内容を話題にしてチャット
することのできる方法が要求されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】韓国公開特許第１０－２０１２－０００２７６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、他のユーザが入力したメッセージの内容を話題にして手軽にチャット
することのできるチャットサービス提供方法及び装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　チャットサービス提供方法は、ディスプレイを含むユーザ端末が友だちとして登録され
たユーザの状態メッセージが提供される領域を含む友だち目録画面を表示するし、友だち
目録画面で状態メッセージが提供される領域が選択される場合、ユーザが予め入力した状
態メッセージがリスト形態で提供される１行メッセージ画面を表示し、１行メッセージ画
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面によって提供される複数の状態メッセージのいずれか１つが選択される場合、ユーザと
のチャットルーム画面を表示して選択された状態メッセージを引用形式でチャットルーム
画面の入力領域に挿入することを含む。
【００１０】
　本発明の一実施形態によると、友だち目録画面は、状態メッセージが提供される領域と
ユーザのプロフィール情報が提供される領域を含み、プロフィール情報が提供される領域
では、ユーザのチャット名とユーザのサムネイルイメージが表示されてもよい。
【００１１】
　他の一実施形態によると、友だち目録画面でユーザのプロフィール情報が提供される領
域が選択される場合、ユーザの詳細プロフィール情報が提供されるポップアップ画面を表
示することをさらに含んでもよい。
【００１２】
　他の一実施形態によると、詳細プロフィール情報は、ユーザのチャット名、サムネイル
イメージ及び状態メッセージを含み、ポップアップ画面で状態メッセージが選択される場
合、ユーザとのチャットルーム画面を表示して選択された状態メッセージを引用形式でチ
ャットルーム画面の入力領域に挿入してもよい。
【００１３】
　他の一実施形態によると、状態メッセージが提供される領域には、最新のアップデート
された状態メッセージが吹き出し形態に表示され、状態メッセージが予め設定された字数
以上である場合、友だち目録画面には予め設定された字数以後にエリプシス（ｅｌｌｉｐ
ｓｉｓ）を表示してもよい。
【００１４】
　他の一実施形態によると、状態メッセージがアップデートされた時刻が１行メッセージ
画面に訪問した時刻の後である場合、状態メッセージが提供される領域の色を予め設定さ
れた色に変更することによって状態メッセージがアップデートされることを通知すること
をさらに含んでもよい。
【００１５】
　他の一実施形態によると、１行メッセージ画面は、ディスプレイの全体画面にポップア
ップレイヤの形態に表示され、１行メッセージ画面にユーザが訪問した回数を示すページ
ビューカウンタを含んでもよい。
【００１６】
　他の一実施形態によると、１行メッセージ画面が自分の１行メッセージ画面である場合
、１行メッセージ画面によって提供される各状態メッセージの一側にはそれぞれの状態メ
ッセージを編集することのできる編集アイコンが表示され、１行メッセージ画面の一側に
は状態メッセージを入力することのできる入力領域が含まれてもよい。
【００１７】
　チャットサービス提供装置は、少なくとも１つのディスプレイと、少なくとも１つのプ
ロセッサと、メモリと、少なくとも１つのプログラムとを含み、プログラムは、メモリに
格納されて少なくとも１つのプロセッサによって実行されるように構成され、友だちとし
て登録されたユーザの状態メッセージが提供される領域を含む友だち目録画面を表示し、
友だち目録画面で状態メッセージが提供される領域が選択される場合、ユーザが予め入力
した状態メッセージがリスト形態で提供される１行メッセージ画面を表示し、１行メッセ
ージ画面によって提供される複数の状態メッセージのいずれか１つが選択される場合、引
用形式で選択された状態メッセージを有してユーザとのチャットルームに移動する。
【００１８】
　チャットサービス提供装置は、状態メッセージが、ユーザ端末のディスプレイによって
友だちとして登録されたユーザの状態メッセージが提供される領域を含む友だち目録画面
に表示され、友だち目録画面で状態メッセージが提供される領域が選択される場合、ユー
ザが予め入力した状態メッセージがリスト形態で提供される１行メッセージ画面に表示さ
れ、１行メッセージ画面によって提供される複数の状態メッセージのいずれか１つが選択
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される場合、ユーザとのチャットルームで、引用形式で表示されるように複数のユーザ端
末と状態メッセージを送受信してもよい。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によると、友だち目録画面で状態メッセージが提供される領域が選択される場合
、該当ユーザが予め入力した状態メッセージがリスト形態で提供される１行メッセージ画
面を表示し、１行メッセージ画面によって提供される複数の状態メッセージのいずれか１
つが選択される場合、該当ユーザとのチャットルーム画面を表示して選択された状態メッ
セージを引用形式でチャットルーム画面の入力領域に挿入することによって、他のユーザ
が入力したメッセージの内容を話題にして手軽にチャットすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態に係るチャットサービス提供方法を示すフローチャートであ
る。
【図２】本発明の一実施形態に係るチャットサービスが提供される過程を説明するための
フローチャートである。
【図３】本発明の一実施形態に係る友だち目録画面を示す例示図である。
【図４】本発明の一実施形態に係るマイプロフィールポップアップ画面を示す例示図であ
る。
【図５】本発明の一実施形態に係る自分の１行メッセージ画面を示す例示図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る友だちのプロフィールポップアップ画面を示す例示図
である。
【図７】本発明の一実施形態に係る友だちの１行メッセージ画面を示す例示図である。
【図８】本発明の一実施形態に係るチャットルーム画面を示す例示図である。
【図９】本発明の一実施形態に係るチャットサービス提供装置を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態について添付の図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２２】
　図１は、本発明の一実施形態に係るチャットサービス提供方法を示すフローチャートで
ある。
【００２３】
　図面を参照すると、ユーザ端末は、まずディスプレイによって友だちとして登録された
ユーザの状態メッセージが提供される領域を含む友だち目録画面を表示する（Ｓ１１０）
。ここで、ユーザ端末は、タッチ検出ディスプレイを備えた携帯端末であってもよい。
【００２４】
　友だち目録画面は、状態メッセージが提供される領域とユーザのプロフィール情報が提
供される領域を含む。それぞれの領域には友だちとして登録されたユーザの状態メッセー
ジとプロフィール情報がそれぞれ表示されてもよい。プロフィール情報が提供される領域
には、該当ユーザのチャット名、該当ユーザのサムネイルイメージなどが表示されてもよ
い。友だち目録画面には友だちとして登録されたユーザのみならず、ユーザ自分のプロフ
ィール情報と状態メッセージが表示されてもよい。
【００２５】
　友だち目録画面で状態メッセージが提供される領域が選択された場合、ユーザ端末は、
該当ユーザが予め入力した状態メッセージがリスト形態で提供される１行メッセージ画面
を表示する（Ｓ１２０）。そして、友だち目録画面でプロフィール情報が提供される領域
が選択される場合には、該当ユーザの詳細プロフィール情報が提供されるポップアップ画
面を表示してもよい。詳細プロフィール情報は、該当ユーザのチャット名、サムネイル（
ｔｈｕｍｂ　ｎａｉｌ）イメージ、及び状態メッセージなどを含んでもよい。
【００２６】
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　ポップアップ画面で友だちとして登録された特定ユーザの状態メッセージが選択される
場合には、友だち目録画面で該当ユーザの状態メッセージが提供される領域が選択される
場合と同様に、該当ユーザとのチャットルーム画面を表示して選択された状態メッセージ
を引用形式でチャットルーム画面の入力領域に挿入してもよい。
【００２７】
　一方、１行メッセージ画面によって提供される複数の状態メッセージのいずれか１つが
選択される場合、該当ユーザとの１：１チャットルーム画面を表示し、選択された状態メ
ッセージを引用形式で１：１チャットルーム画面の入力領域に挿入することによって（Ｓ
１３０）、ユーザが該当ユーザのメッセージを話題にしてより便利にチャットできるよう
にする。
【００２８】
　しかし、１行メッセージ画面が自分の１行メッセージ画面である場合、過去自分が入力
した状態メッセージを編集できるようにするため、１行メッセージ画面によって提供され
る各状態メッセージの一側にはそれぞれの状態メッセージを編集することのできる編集ア
イコンが表示され、１行メッセージ画面の一側には状態メッセージを入力することのでき
る入力領域を含んでもよい。
【００２９】
　図２は、本発明の一実施形態に係るチャットサービスが提供される過程を説明するため
のフローチャートである。以下、図２を参照してチャットサービス提供方法の例を挙げて
詳細に説明する。
【００３０】
　図２は、ユーザ端末のディスプレイによって提供されるチャットサービスの画面を示す
。同図に示すように、友だち目録画面２１０の上段には自分のプロフィール情報と自分の
状態メッセージが表示されてもよく、その下段には友だちとして登録されたユーザのプロ
フィール情報と状態メッセージが表示されてもよい。
【００３１】
　ここで、友だち目録画面２１０で自分のプロフィール情報が選択されれば、自分のポッ
プアップレイヤ２２０が表示されてもよく、友だちとして登録されたユーザのプロフィー
ル情報が選択されれば、友だちのポップアップレイヤ２４０が表示されてもよい。ポップ
アップレイヤ２２０、２４０には該当ユーザのチャット名、サムネイルイメージ、状態メ
ッセージなどを含む詳細プロフィール情報が表示されてもよい。
【００３２】
　友だち目録画面２１０で状態メッセージが表示される領域が選択されたり、ポップアッ
プレイヤ２２０、２４０で状態メッセージが表示される領域が選択されたりする場合、ユ
ーザ端末のディスプレイには１行メッセージ画面２３０、２５０が表示されてもよい。
【００３３】
　より具体的には、友だち目録画面２１０で自分の状態メッセージが表示される領域が選
択されたり、自分のポップアップレイヤ２２０で表示される状態メッセージが選択された
りすれば、自分の状態メッセージを編集することのできる自分の１行メッセージ画面２３
０が表示される。友だち目録画面２１０で友だちとして登録されたユーザの状態メッセー
ジが表示される領域が選択されたり、友だちのポップアップレイヤ２４０で表示される状
態メッセージが選択されたりすれば、該当ユーザの状態メッセージを見ることができる友
だちの１行メッセージ画面２５０が表示される。
【００３４】
　友だちの１行メッセージ画面２５０によって表示される複数の状態メッセージのいずれ
か１つが選択される場合には該当ユーザとの１：１チャットルーム画面が表示され、選択
された状態メッセージが引用形式で１：１チャットルーム画面の入力領域２６０に挿入さ
れてもよい。
【００３５】
　図３は、本発明の一実施形態に係る友だち目録画面を示す例示図である。以下、図３を
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参照して友だち目録画面に対してより詳細に説明する。
【００３６】
　友だち目録画面には、友だちとして登録されたユーザの情報を見ることができる友だち
タップ、友だちとして登録されたユーザとのチャットルームが表示されるチャットタップ
などが提供されてもよい。図３には、一例として友だち目録画面で友だちタップが選択さ
れた場合を示している。
【００３７】
　友だちタップが選択される場合、友だち目録画面の上段には自分のプロフィール情報が
表示される領域３１０と自分の状態メッセージが表示される領域３２０を含んでもよい。
そして、友だち目録画面の下段には友だちのプロフィール情報が表示される領域と友だち
の状態メッセージが表示される領域を含んでもよい。
【００３８】
　状態メッセージが表示される領域３２０、３３０には最新のアップデートされた状態メ
ッセージが吹き出し形態に表示されてもよい。ここで、状態メッセージが予め設定された
字数以上（例えば、２０字）である場合、予め設定された字数の後にはエリプシスが表示
されてもよい。
【００３９】
　また、友だち目録画面で表示される状態メッセージの色はユーザが読んでいないものと
判断される場合、ユーザが読んだと判断される色とは異なる色で表示してもよい。一例と
して、ユーザ端末は、該当ユーザの状態メッセージがアップデートされた時間が、ユーザ
が該当友だちの１行メッセージ画面に訪問した時間の後であると判断される場合、該当友
だちの状態メッセージが提供される領域３３０の色を白色から黄色に変更するように予め
設定された色に変更することによって、状態メッセージがアップデートされることを通知
してもよい。
【００４０】
　図面において「デザインチーム」と「ショッピングが好きな人々」の横にある数字は、
該当チャットルームに参加しているユーザ数を示す。
【００４１】
　図４は、本発明の一実施形態に係るマイプロフィールポップアップ画面を示す例示図で
ある。
【００４２】
　マイプロフィールポップアップ画面にはユーザ自分の詳細プロフィール情報が表示され
る。一例として、マイプロフィールポップアップ画面は、図４に示すように、サムネイル
イメージでマイプロフィール写真が表示される領域４１０、ポップアップ画面を閉じるた
めのボタン４２０、自分の名前が表示される領域４３０、マイ状態メッセージが表示され
る領域４４０、自分の１行メッセージ画面に移動できる領域４６０及びマイプロフィール
情報を編集できる画面に移動できる領域４５０を含んでもよい。
【００４３】
　マイプロフィール写真の表示される領域４１０が選択される場合、該当領域４１０に表
示されるサムネイルイメージのオリジナルイメージが表示されてもよい。マイ状態メッセ
ージが表示される領域４４０が選択される場合、自分の１行メッセージ画面に移動しても
よい。
【００４４】
　図５は、本発明の一実施形態に係る自分の１行メッセージ画面を示す例示図である。
【００４５】
　自分の１行メッセージ画面の上段には「今日の気分」のようにユーザが編集できる１行
メッセージタイトル５１０が表示される。１行メッセージタイトル５１０が表示される領
域の左側には編集ボタン５２０が備えられ、これを選択するとき、各状態メッセージの一
側に該当状態メッセージを編集したり削除したりすることのできる編集アイコンが表示さ
れてもよい。一方、１行メッセージタイトル５１０が表示される領域の右側には自分の１
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行メッセージ画面を閉じることのできるボタン５３０が備えられてもよい。
【００４６】
　また、１行メッセージタイトル５１０が表示される領域の下段には、マイプロフィール
写真５４０と自分の名前５５０とページビューカウンタ５６０が表示されてもよい。ペー
ジビューカウンタ５６０は、自分の１行メッセージ画面に他のユーザが訪問した回数をカ
ウントすることによって、今日の訪問者数、全体訪問者数などをカウントしたものを表示
してもよい。
【００４７】
　１行メッセージ画面に入力される状態メッセージ５７０は、テキスト、顔文字、イメー
ジ、位置情報など、一般的にチャットルームで用いられる全てが用いられてもよい。それ
ぞれの状態メッセージ５７０の一側には該当状態メッセージを入力した時間が表示される
。状態メッセージを入力した時間は、一例として、１時間以内に該当メッセージが入力さ
れた場合、ｎ分前、１時間以上、そして２４時間以内に該当メッセージが入力された場合
、ｎ時間前、２４時間以前に該当メッセージが入力された場合、ｎ日前に表示されてもよ
い（ここで、ｎは自然数）。
【００４８】
　また、同図に示すように、１行メッセージ画面が自分の１行メッセージ画面である場合
には、ユーザが状態メッセージを入力できるように入力領域５８０が提供されてもよい。
【００４９】
　図６は、本発明の一実施形態に係る友だちのプロフィールポップアップ画面を示す例示
図である。
【００５０】
　友だちのプロフィールポップアップ画面には友だちとして登録されたユーザの詳細プロ
フィール情報が表示される。一例として、友だちのプロフィールポップアップ画面は、図
６に示すように、該当ユーザを「お気に入り」で追加するお気に入りボタン６１０、該当
ユーザの名前を編集できるボタン６２０、友だちのプロフィールポップアップ画面を閉じ
るボタン６３０、該当ユーザのサムネイルイメージ６４０、名前６５０、状態メッセージ
６６０、電話番号６７０が表示される領域、及び該当ユーザと１：１チャットと無料通話
を接続する領域６８０などを含んでもよい。
【００５１】
　お気に入りボタン６１０はトグル方式で具現されてお気に入りボタン６１０を１回押す
場合、該当ユーザがお気に入りに追加されてもよく、もう１回押す場合はお気に入りから
削除されてもよい。
【００５２】
　該当ユーザの名前を編集できるボタン６２０を用いて名前を編集する場合、サーバに格
納されたニックネーム、連絡先の名前などとは別個にユーザ端末に編集した情報が格納さ
れてもよい。
【００５３】
　サムネイルイメージ６４０を選択する場合、該当イメージのオリジナルイメージが表示
されてもよい。
【００５４】
　状態メッセージ６６０を選択する場合、該当ユーザの１行メッセージ画面に移動しても
よい。
【００５５】
　電話番号６７０は、連絡先ベースで結ばれた友だちである場合に表示されてもよい。同
一国である場合には国番号が除外されてもよく、電話番号６７０を選択するとき一般電話
が接続されてもよい。
【００５６】
　図７は、本発明の一実施形態に係る友だちの１行メッセージ画面を示す例示図である。
【００５７】
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　友だちの１行メッセージ画面は、自分の１行メッセージ画面と同様に上段には「今日の
気分」のようにユーザが編集することのできる１行メッセージタイトル７１０が表示され
る。１行メッセージタイトル７１０が表示される領域の右側には友だちの１行メッセージ
画面を閉じることのできるボタン７３０を備えもよい。
【００５８】
　１行メッセージタイトル７１０が表示される領域の下段には、友だちの名前７２０、プ
ロフィール写真７４０、ページビューカウンタ７５０及び該当の友だちとの１：１チャッ
トルームに移動することのできるボタン７６０が表示されてもよい。
【００５９】
　友だちの１行メッセージ画面に表示される状態メッセージそれぞれの一側には該当状態
メッセージを有し、該当友だちとの１：１チャットルームに移動できるアイコン７７０が
表示されてもよい。また、自分の１行メッセージ画面と同様に、各状態メッセージの一側
には該当状態メッセージを入力した時間が表示されてもよい。
【００６０】
　図８は、本発明の一実施形態に係るチャットルーム画面を示す例示図である。
【００６１】
　友だち目録画面、友だちのプロフィールポップアップ画面、友だちの１行メッセージ画
面などに表示される状態メッセージを選択する場合、ユーザ端末は該当ユーザとのチャッ
トルーム画面を表示したように、選択された状態メッセージを引用形式でチャットルーム
画面の入力領域に挿入することによって、ユーザは該当メッセージをいちいち入力するこ
となく、該当ユーザが入力したメッセージ内容を話題にしてより手軽にチャットすること
ができる。
【００６２】
　図９は、本発明の一実施形態に係るチャットサービス提供装置を示すブロック図である
。
【００６３】
　ユーザ端末９１０は、ネットワークを介してチャットサービス提供サーバ９２０と状態
メッセージを送受信してもよい。ユーザ端末９１０は、少なくとも１つのディスプレイ９
１２、メモリ９１４、少なくとも１つのプロセッサ９１６、少なくとも１つのプログラム
及びチャットサービス提供サーバ９２０と通信するためのインタフェース９１８を含んで
もよい。
【００６４】
　プログラムは、メモリ９１４に格納されて少なくとも１つのプロセッサ９１６によって
実行されるように構成され、インタフェース９１８を介してチャットサービス提供サーバ
９２０から受信した状態メッセージをユーザ端末９１０の少なくとも１つのディスプレイ
９１２によって友だちとして登録されたユーザの状態メッセージが提供される領域を含む
友だち目録画面に表示する。
【００６５】
　ここで、友だち目録画面で状態メッセージが提供される領域が選択される場合、プログ
ラムは前記ユーザが予め入力した状態メッセージがリスト形態で提供される１行メッセー
ジ画面を表示し、１行メッセージ画面によって提供される複数の状態メッセージのいずれ
か１つが選択される場合、引用形式で選択された状態メッセージを有してユーザとのチャ
ットルームに移動する。
【００６６】
　チャットサービス提供サーバ９２０は、複数のユーザ端末９１０と状態メッセージを送
受信するものとして、受信部９２２、制御部９２４及び送信部９２６を備える。
【００６７】
　制御部９２４は、受信部９２２によってユーザ端末９１０から受信した状態メッセージ
を送信部９２６によって該当するユーザ端末に送信するように制御する。
【００６８】
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　これによって、ユーザ端末９１０に送信された状態メッセージは、該当ユーザ端末９１
０のディスプレイ９１２によって友だちとして登録されたユーザの状態メッセージが提供
される領域を含む友だち目録画面に表示され、友だち目録画面で状態メッセージが提供さ
れる領域が選択される場合、ユーザが予め入力した状態メッセージがリスト形態で提供さ
れる１行メッセージ画面に表示され、１行メッセージ画面によって提供される複数の状態
メッセージのいずれか１つが選択される場合、ユーザとのチャットルームで引用形式とし
て表示される。
【００６９】
　したがって、本発明に係るチャットメッセージ提供方法及び装置は、友だち目録画面で
状態メッセージが提供される領域が選択される場合、該当ユーザが予め入力した状態メッ
セージがリスト形態で提供される１行メッセージ画面を表示し、１行メッセージ画面によ
って提供される複数の状態メッセージのいずれか１つが選択される場合、該当ユーザとの
チャットルーム画面を表示して選択された状態メッセージが引用形式でチャットルーム画
面の入力領域に挿入されるようにすることで、他のユーザが入力したメッセージの内容を
話題にしてより手軽にチャットすることができる。
【００７０】
　本発明の実施形態は、多様なコンピュータ手段によって行うことができるプログラム命
令の形態で実現されても良く、かかるプログラム命令は、コンピュータ読み出し可能媒体
に記録されてもよい。前記コンピュータ読み出し可能媒体は、プログラム命令、データフ
ァイル、データ構造などを単独または組み合わせたものを含んでもよい。前記媒体に記録
されるプログラム命令は、本発明のために特別に設計して構成されたものでもよく、コン
ピュータソフトウェア分野の技術を有する当業者にとって公知のものであり使用可能なも
のであってもよい。コンピュータ読み出し可能記録媒体の例には、ハードディスク、フロ
ッピーディスク(登録商標）及び磁気テープのような磁気媒体（ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｍｅ
ｄｉａ）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤのような光記録媒体（ｏｐｔｉｃａｌ　ｍｅｄｉａ）、
フロプティカルディスク（ｆｌｏｐｔｉｃａｌ　ｄｉｓｋ）のような光磁気記録媒体（ｍ
ａｇｎｅｔｏ－ｏｐｔｉｃａｌ　ｍｅｄｉａ）、及びＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリ
などのようなプログラム命令を格納し遂行するように特別に構成されたハードウェア装置
が含まれる。プログラム命令の例には、コンパイラによって作られるような機械語コード
だけでなく、インタープリタなどを用いてコンピュータによって実行できる高級言語コー
ドが含まれる。前記したハードウェア装置は、本発明の動作を行うために１つ以上のソフ
トウェアモジュールとして作動するように構成されてもよく、その逆も同様である。
【００７１】
　以上のように本発明を限定された実施形態と図面によって説明したが、本発明は、上記
の実施形態に限定されることなく、本発明が属する分野における通常の知識を有する者で
あれば、このような記載から多様な修正及び変形が可能である。
【００７２】
　したがって、本発明の範囲は、説明された実施形態に限定されて定められるものではな
く、特許請求の範囲及び特許請求の範囲と均等なものなどによって定められるものである
。
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